
潟上市の財務諸表

～令和６年度決算～

令和８年５月

潟上市総務部財政課

（概要版）



I

目 次

１ 作成に至る経緯------------------------------------------------ １

２ 対象となる会計の範囲------------------------------------------ ３

３ 相互関係図及び作成基準----------------------------------------４

４ 財務諸表（財務書類４表）

（１）貸借対照表（ＢＳ・バランスシート）------------------------------ ５

（２）行政コスト計算書（ＰＬ）---------------------------------------６

（３）純資産変動計算書（ＮＷ）-------------------------------------７

（４）資金収支計算書（ＣＦ・キャッシュフロー計算書）-------------------８

５ 財務諸表からみえる各種指標等（一般会計等）---------------------- ９



- 1 -

潟上市の財務諸表について（令和６年度決算）

１ 作成に至る経緯

平成 18 年度に総務省により策定された「地方公共団体における行政改革の更なる指針」を契

機に、地方の行財政改革の一環として新たな会計基準による財務書類を整備することとなりまし

た。

これを受けて、本市では平成 20 年度決算より財務書類を作成し公表を行っています。

（１）地方公会計整備

従来の地方公共団体における決算とは別に、民間企業会計を参考にした発生主義に基づく財

務諸表の導入を図るため、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金

収支計算書」の財務書類４表を作成しています。

【財務書類４表】

① 貸借対照表（ＢＳ・バランスシート）

当該年度末における「資産」、「負債」、「純資産」の残高及び内訳を明らかにすることを

目的としています。「資産」では将来世 代に残る財産状況やこれまでに投資された財源の

使途状況を、「負債」では将来世代の負担となる借入金等の状況を、資産と負債の差額で

ある「純資産」では現役世代が負担した財源をそれぞれ表しています。

② 行政コスト計算書（ＰＬ）

当該年度における行政活動の中で、行政サービスに要したコストとその財源となる使用

料や手数料等の収入の関係を表しています。どのサービスにどれだけのコストを要している

のか、行政コストの内容全体の分析を目的としています。

③ 純資産変動計算書（ＮＷ）

当該年度における純資産の内部構成の変動額を表しています。貸借対照表に記載され

ている純資産額がどのような財源や要因により変動したのかを表しています。

④ 資金収支計算書（ＣＦ・キャッシュフロー計算書）

当該年度における行政活動に伴う現金等の資金の増減を「業務活動収支」、「投資活

動収支」、「財務活動収支」の３つの性質に区分して表しています。
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（２）地方公会計モデル

地方公会計の整備において、「新地方公会計制度研究会報告書」（平成 18 年５月総務省）で

示された「基準モデル」と「総務省改訂モデル」の２つの方式のうち、本市では資産を時価評価す

るといった、より正確な財務情報を把握できる観点から「基準モデル」を採用するとともに、固定資

産台帳の整備では、プロジェクトチームを立ち上げて作業を進め、平成 18 年度決算より整備を行

い、更新に継続して取り組んできたところです。

（３）統一的な基準への変更

現在、全国の地方公共団体が財務書類の作成・公表に取り組んでいるところですが、整備方

式の違いや市町村ごとの整備状況の差により、団体間の比較が困難であるという課題がありま

した。このため総務省は、平成 27 年１月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進につい

て」を示し、平成 29 年度までに全ての地方公共団体において「統一的な基準」に基づく財務書類

を作成することとなりました。

本市では、平成 27 年度決算から「統一的な基準」による財務書類を作成し、新たな基準に基

づいて資産の把握や財政状況の分析を行っています。また、これまで更新を続けてきた固定資

産台帳についても、整備方式の変更に伴って全体的な資産情報の見直しを行っています。

【基準モデルと総務省改訂モデルの特徴】

① 基準モデル

民間企業会計の考え方と会計事務を取り入れ、地方公共団体が保有する全ての資

産を公正（時価）価格により評価します。一つひとつの伝票データを従来の単式簿記から

複式簿記に変換することで作成します。

② 総務省改訂モデル

既存の決算統計を活用し、資産については過 去の建設事業 費の積み上げから簡略

的に価値を算定する評価方式です。基準モデルよりも負荷は軽減されますが、その反面

正確性は劣ります。例えば、 決算統計を組み替えて台帳を作成していることから、建設

事業費の累計額と計上把握している資産額との間に差額が生じます。また、決算統計の

データは昭和 44 年度以降からしかなく、それ以前に取得した資産は反映されていない可

能性があります。
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２ 対象となる会計の範囲

統一的な基準に基づく財務書類では、「一般会計等」と地方公営事業会計（特別会計）や公営

企業会計（水道事業及び下水道事業）を含めた「全体会計」、さらに本市と財政面で結びつきが

強い一部事務組合等や第３セクターを加えた「連結会計」の３つの区分ごとに作成しています。

※ 潟上市に関係する共通処理業務を一般会計等に含めて処理しています。
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３ 相互関係図及び作成基準

①貸借対照表のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計

外現金残高を加えたものと一致します。

②貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは純資産変

動計算書の本年度末残高と一致します。

③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。

作成基準日 ・・・ 令和７年３月 31 日現在

潟上市人口 ・・・ 31,094 人（令和７年３月 31 日現在）

・一般会計及び特別会計における出納整理期間（令和７年４月１日から５月３１日まで）

の入出金については、作成基準日までに終了したものとして処理しています。

・公営企業会計及び関連団体における未収金・未払金のうち、一般会計及び特別会計

と出納整理期間中に取引があったものは、作成基準日までに入出金されたものとして

処理しています。

・別の法人格を有する財産区特別会計は、公会計整備の対象外として除外しています。

行政コスト
計算書

純資産変動
計算書

資金収支計算書

資産 負債 経常費用 前年度末残高 業務活動収支

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

臨時損失 財源 財務活動収支

臨時利益
固定資産等

の変動
前年度末残高

現金
預金

純資産 純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高

+本年度末
歳計外現金残高

貸借対照表

財務書類４表構成の相互関係図
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４ 財務諸表（財務書類４表）

（１）貸借対照表（ＢＳ・バランスシート）

「資産」 ：学校、公園、道路など将来世代に引き継ぐ社会資本や市が保有する現金や預金

など、将来現金化することが可能な資産

「負債」 ：地方債や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの

「純資産」 ：現役世代や国・県が負担した、将来返済する必要のない財産

一般会計等では、令和６年度末時点で 668 億円の資産を形成してきました。このうち、

純資産 475 億 7,500 万円については、現役世代や国・県の負担で既に支払いが済んでお

り、負債 192 億 2,500 万円については、将来の世代が負担していくことになります。同様に、

全体会計では、資産は 901 億 300 万円、純資産は 536 億 6,700 万円、負債は 364 億 3,600

表１　貸借対照表（ＢＳ・バランスシート）　 （単位：百万円）

資産の部 一般会計等 全体会計 連結会計 負債の部 一般会計等 全体会計 連結会計

１．固定資産 63,596 84,529 86,118 １．固定負債 16,655 32,679 33,984

　有形固定資産 62,302 82,196 83,054 　地方債 13,969 21,492 21,702

　　事業用資産 28,337 28,337 29,015 　長期未払金 915 915 915

　　インフラ資産 33,411 51,887 51,888
　退職手当
  引当金

1,772 1,899 2,993

　　物品 554 1,972 2,151
　損失補償等
　引当金

- - -

　無形固定資産 84 849 849 　その他 - 8,374 8,375

　投資その他の
　資産

1,211 1,484 2,215 ２．流動負債 2,570 3,757 3,909

２．流動資産 3,204 5,575 5,990
　１年以内償還
　予定地方債

1,568 2,378 2,436

　現金預金 939 2,399 2,675 　未払金 842 1,169 1,184

　未収金 32 163 165 　未払費用 - - -

　短期貸付金 3 3 3 　前受金 - - -

　基金 2,230 3,005 3,137 　前受収益 - - -

　棚卸資産 - 5 9 　賞与等引当金 133 146 218

　その他 - - 1 　預り金 27 64 70

　徴収不能
　引当金

- 0 - 　その他 - - 2

３．繰延資産 - - - 負債合計 19,225 36,436 37,894

純資産の部

純資産合計 47,575 53,667 54,215

資産合計 66,800 90,103 92,108
負債及び

純資産合計
66,800 90,103 94,968

※表示単位未満を四捨五入して表示（合計と一致しない場合があります。）

※「－」は金額の計上なし、「0」は百万円未満の計上あり
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万円、連結会計では、資産は 921 億 800 万円、純資産は 542 億 1,500 万円、負債は 378

億 9,400 万円となっています。

（２）行政コスト計算書（PL）

「人件費」 ：職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金

として新たに繰り入れた額）など

「物件費等」 ：消耗品費や資産計上されない備品購入費、委託料、施設等の維持

補修費及び減価償却費（社会資本の経年変化に伴う減少額）など

「その他の業務費用」 ：上記以外の委託料や使用料、手数料など

「移転費用」 ：他会計への支出額、補助金等、社会保障給付など

「経常収益」 ：使用料や手数料といった行政サービスの提供に対する収入

一般会計等では、令和６年度における経常費用は 159 億 1,300 万円となっています。ま

表２　行政コスト計算書（ＰＬ） （単位：百万円）

項目 一般会計等 全体会計 連結会計

①経常費用　１＋２ 15,913 23,904 29,067

　１．業務費用 8,403 10,104 11,622

　　　人件費 2,841 3,058 3,996

　　　物件費等 5,373 6,606 7,128

　　　その他の業務費用 189 440 498

　２．移転費用 7,510 13,800 17,444

　　　補助金等 3,724 11,026 14,586

　　　社会保障給付 2,570 2,570 2,570

　　　他会計への繰出金 1,013 - -

　　　その他 204 204 288

②経常収益　３＋４ 502 1,501 1,805

　３．使用料及び手数料 177 1,128 1,145

　４．その他 325 374 660

③純経常行政コスト（①－②） 15,411 22,403 27,262

④臨時損失（資産除売却損等） 96 96 97

⑤臨時利益（資産売却益等） 11 11 11

純行政コスト（③＋④－⑤） 15,496 22,488 27,348

※表示単位未満を四捨五入して表示（合計と一致しない場合があります。）

※「－」は金額の計上なし、「0」は百万円未満の計上あり
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た、経常収益は 5 億 200 万円、経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは 154

億 1,100 万円、純経常行政コストに臨時損益を加えた純行政コストは 154 億 9,600 万円と

なっています。同様に、全体会計では、純行政コストは 224 億 8,800 万円、連結会計では、

純行政コストは 273 億 4,800 万円となっています。

（３）純資産変動計算書（NW）

「純行政コスト」 ：行政サービスに対するコストの財源不足分

「財源」 ：市税、地方譲与税といった税収及び国や県からの補助金

令和６年度は、本年度末純資産残高が一般会計等で 2,300 万円の減少、全体会計で 3

億 3,500 万円の増加、連結会計で 2 億 6,500 万円の増加となっています。

純資産変動計算書の本年度純資産変動額は、企業会計の利益剰余金の増減にあた

るところでもあり、今後の推移を注視する必要があります。

表３　純資産変動計算書（ＮＷ） （単位：百万円）

項目 一般会計等 全体会計 連結会計

前年度末純資産残高（令和６年３月31日現在） 47,598 53,332 53,950

１．純行政コスト（△） △ 15,496 △ 22,488 △ 27,348

２．財源 15,414 22,278 27,133

　　税収等 11,362 14,169 16,813

　　国県等補助金 4,052 8,110 10,320

本年度差額 △ 81 △ 210 △ 214

３．固定資産等の変動 - - -

４．資産評価差額 2 2 2

５．無償所管換等 57 57 57

６．他団体出資等分変動 - - -

７．比例連結割合変更に伴う差額 - - △ 52

８．その他純資産の変動 - 486 472

本年度純資産変動額（令和６年度中） △ 23 335 265

本年度末純資産残高（令和７年３月31日現在） 47,575 53,667 54,215

※表示単位未満を四捨五入して表示（合計と一致しない場合があります。）

※「－」は金額の計上なし、「0」は百万円未満の計上あり

※△はマイナス表記
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（４）資金収支計算書（ＣＦ・キャッシュフロー計算書）

「業務活動収支」 ：毎年度継続的に行政サービスとして発生する収支

「投資活動収支」 ：学校、道路などの資産形成や投資、貸付金などに係る収支

「財務活動収支」 ：地方債や借入金に係る収支

令和６年度の資金収支計算書において、一般会計等では、本年度資金収支額が 100

万円のプラスとなり、資金残高は 9 億 1,300 万円となっています。一方、全体会計では、本

年度資金収支額が 4 億 6,500 万円のマイナスで、資金残高は 23 億 7,300 万円、連結会

計では、本年度資金収支額が 4 億 7,100 万円のマイナスで、資金残高は 26 億 4,300 万

円となっています。

表４　資金収支計算書（ＣＦ・キャッシュフロー計算書） （単位：百万円）

項目 一般会計等 全体会計 連結会計

①【業務活動収支】　（２＋４）－（１＋３） 1,823 1,847 1,876
１．業務支出 13,725 21,700 26,833
    業務費用支出 6,320 8,005 9,430
　　　うち支払利息支出 178 306 307
２．業務収入 15,628 23,620 28,781
３．臨時支出 79 80 80
４．臨時収入 0 7 7
②【投資活動収支】　６－５ △ 987 △ 1,208 △ 1,256
５．投資活動支出 2,502 2,836 2,988
    基金積立金支出 1,248 1,380 1,408
６．投資活動収入 1,515 1,628 1,732
    基金取崩収入 1,090 1,182 1,285
③【財務活動収支】　８－７ △ 836 △ 1,105 △ 1,091
７．財務活動支出 1,626 2,454 2,540
８．財務活動収入 790 1,350 1,449
本年度資金収支額（令和６年度中）①＋②＋③ 1 △ 465 △ 471
前年度末資金残高（令和６年３月31日現在） 912 2,838 3,119
比例連結割合変更に伴う差額 - - △ 5
本年度末資金残高（令和７年３月31日現在） 913 2,373 2,643
本年度末歳計外現金残高（令和７年３月31日現在） 27 27 32
本年度末現金預金残高（令和７年３月31日現在） 939 2,399 2,675
※表示単位未満を四捨五入して表示（合計と一致しない場合があります。）

※「－」は金額の計上なし、「0」は百万円未満の計上あり

※△はマイナス表記
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５ 財務諸表からみえる各種指標等（一般会計等）

（１）純資産比率

令和６年度の純資産比率は、前年度から 1.6 ポイント増加して 71.2％となっています。

純資産比率について、自家用車を 100 万円で購入した際の自己資金と借金（ローン）の

割合を事例にして説明します。例えば、自己資金が 70 万円で借金が 30 万円だとすると、

この 30 万円は将来の自分が払っていくことになります。

ここでいう自己資金は貸借対照表の純資産であり、借金は負債ということになります。

本市に当てはめてみると、自己資金が 71.2 万円、借金が 28.8 万円ということになります。

今後、資産の老朽化が進めば純資産比率が低下していくことになるため、世代間のバ

ランスをみながら資産の更新や形成をしていく必要があります。

【純資産比率のイメージ図】

（単位：％）

R5年度 R6年度

純資産比率 69.6% 71.2% 1.6%

秋田県潟上市

純資産÷総資産×100

指標名 計算式 増減

負債
将来世代の負担

28.8%

過去・現役世代の負担

71.2%

資産

純資産
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（２）住民一人当たりの資産額

自治体の資産総額は人口規模によって異なるので、住民一人当たりの数値に置き換え

て分析をする必要があります。

令和６年度の住民一人当たりの資産額は、前年度から 2 万円減少して 215 万円となっ

ています。

資産が多いということは、それだけ住民の福祉の増進や住民サービスに寄与することに

なりますが、資産の大きさに応じて維持補修費などのコストが発生します。

（３）住民一人当たりの負債額

住民一人当たりの負債額が適正かどうかを判断するには、同じ規模の自治体と比較す

る必 要 があります。この数字 が低 ければ借 金 が少 なく、財 政運 営が健 全 であるといえま

す。

令和６年度の住民一人当たりの負債額は、前年度から４万円減少して 62 万円となって

います。

（単位：万円）

R5年度 R6年度

住民一人当たり
総資産

総資産÷人口 217 215 △ 2

秋田県潟上市
指標名 計算式 増減

（単位：万円）

R5年度 R6年度

住民一人当たり
負債額

負債合計÷人口 66 62 △ 4

秋田県潟上市
指標名 計算式 増減
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（４）資産老朽化比率

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出

することで、耐用年数に対して、資産の取得からどの程度経過しているのかを把握するこ

とができます。

その有用性として、以下の２点が挙げられます。

資産老朽化比率が 50％になると、現在保有している建物や施設の半分がすでに帳簿

上の価値を失っているということになり、今後の施設等の更新時期や更新費用について留

意する必要があることを警告するものです。

令和６年度の資産老朽化比率は、前年度から 1.5 ポイント上昇して 65.8％となっていま

す。今後も、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に沿って資産の更新を推進し

ていくことが必要となります。

（単位：％）

R5年度 R5年度

資産老朽化率 64.3% 65.8% 1.5%

秋田県潟上市

減価償却累計額÷有形固
定資産取得価額×100

指標名 計算式 増減

●既存の財政指標では把握できなかった自治体の資産の現状に関する情報を他の自

治体と横比較できる形で「見える化」することができる。

●指標を他の団体と比較することによって、公共施設の現状を把握し、今後どのよう

に公共施設全体をマネジメントしていくかについて、政策を検討するきっかけを得

ることができる。
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（５）住民一人当たりの純行政コスト

行政コスト計算書の純行政コストを人口で除した住民一人当たりの純行政コストは、自

治体の行政活動の効率性を測定することができます。

令和６年度の住民一人当たりの純行政コストは、前年度から 4 万円減少して 50 万円と

なっています。

（６）受益者負担割合

受益者負担割合は、行政活動の自律性（受益者負担の水準はどうなっているか）を測

定するための指標であり、行政コスト計算における経常収益（使用料・手数料など行政サ

ービスにかかる受益者負担の金額）と経常費用を比較することにより、行政サービスの提

供に対する受益者負担の割合を算出することが可能になります。

令和６年度の受益者負担割合は、前年度から 1.2 ポイント増加して 3.2％となっています。

（単位：万円）

R5年度 R6年度

住民一人当たり
純行政コスト

純行政コスト
÷人口

54 50 △ 4

秋田県潟上市
指標名 計算式 増減

（単位：％）

R5年度 R6年度

受益者負担割合 経常収益÷経常費用 2.0% 3.2% 1.2%

秋田県潟上市
指標名 計算式 増減
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（７）基礎的財政収支

基礎的財政収支は、歳入から地方債の新規借入額を除いた額、歳出から公債費を除

いた額で求められる収支のバランスであり、その時点で必要とされる政策的経費を、その

時点の税収等でどれだけまかなえているかを示す指標となっています。

公会計では、資金収支計算書から以下の計算式で算出できます。

（計算式）

基礎的財政収支＝（業務活動収支＋支払利息支出）

＋（投資活動収支＋基金積立金支出－基金取崩収入）

令 和 ６年 度 の基 礎 的 財 政 収 支 は、前 年 度 から 2 億 2,400 万 円 増 加 してプラス 11 億

7,200 万円となっています。これは、市道の整備といった投資活動に加え基金の積立て支

出に係る支出が大幅に増加したことによるものです。

以上

（単位：百万円）

R5年度 R6年度

基礎的財政収支 下記参照 948 1,172 224

秋田県潟上市
指標名 計算式 増減


